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報第33号 専決処分の報告について 

令和３年６月８日午前10時45分頃、多治見南消防署北側駐車場において、積載した土嚢
のう

を

降ろす作業をするために本市職員（南消防署所属）が駐車させたダンプトラックが、駐車時

にサイドブレーキを十分にかけていなかったため無人で移動し、作業中の別の本市職員（南

消防署所属）に接触し、後方フェンスとの間に挟み、右膝関節打撲傷及び右背部打撲傷を負

わせ、損害を与えた。 

これに対する損害賠償額を令和３年10月12日、12,340円と定めた。 

〔過失割合：市側100％、相手側０％〕 

 

報第34号 専決処分の報告について 

令和３年10月６日午前９時頃、多治見市立陶都中学校テニスコート付近で、同校校務員が

刈払機での草刈作業中に、石を飛散させ、同校に隣接する駐車場に駐車中の小型貨物自動車

に当て、同車両右リヤドアガラスを破損させ、損害を与えた。 

これに対する損害賠償額を令和３年11月８日、49,000円と定めた。 

〔過失割合：市側100％、相手側０％〕 

 

議第88号 基金の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を制定するについて 

 １ 改正趣旨 

   基金の見直しに伴い、関係条例を整備する。 

 ２ 主な内容 

(１) 次の条例について、処分に係る規定の新設、積立て規定及び運用益金の処理に係る

規定の整備、文言の整理その他所要の改正を行う（第１条～第８条）。 

条例名 新設する規定 改正する規定（主なもの） 

多治見市陶磁器技術振興基金条例 処分、積立て 運用益金の処理 

多治見市緑の基金条例 処分、積立て 運用益金の処理 

多治見市美術振興基金条例 処分、積立て 運用益金の処理 

多治見市スポーツ振興基金条例 積立て 処分、運用益金の処理 

多治見市南姫財産区基金条例 処分 運用益金の処理 

多治見市滝呂区運営基金条例 処分 運用益金の処理 

多治見市大原区運営基金条例 処分 運用益金の処理 

多治見市共栄地区住民福祉事業基金条例 ― 運用益金の処理 

(２) 設置目的が似ている基金を統合し、統合される基金を廃止する（第９条）。 

ア 心身障害者福祉基金を社会福祉事業基金に統合し、多治見市心身障害者福祉基金条

例を廃止する。 

イ 青少年育成基金を教育振興基金に統合し、多治見市青少年育成基金条例を廃止する。 

３ 施行日 
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   統合される基金条例の廃止 令和４年４月１日（令和３年度中に一般会計を経由して、

統合される基金残高を統合する基金へ振り替える。） 

その他 公布の日 

 

【政策の背景及び提案までの経緯（議会基本条例第13条第１号関係）】 

１ 次の背景により、本市が設置する基金を精査した。 

(１) 果実運用型基金として設置された基金でも、現下の低金利ではよほどの残高がな

い限り十分な運用益金は望めない。 

(２) 基金条例に積立てや処分の明記がないが、現にそれらの取扱いをしている基金が

ある。 

(３) 近隣他市と比較すると、本市は基金設置数が多い。 

２ 精査の結果、次のように基金の取扱いの見直しを行った。 

 (１) 果実運用型基金についても取り崩して事業の財源とすることを視野に入れるため、

基金の処分、積立て及び運用益金の基金への編入に関する規定を整備する。 

(２) 設置目的の似ている基金は、設置目的、残高、利子収入等を考慮した上で基金を

統合する。 

【市民参加状況報告（市民参加条例第７条第３項、議会基本条例第13条第４号関係）】 

パブリック・コメント手続 

[案 件] 基金の見直しについて 

[実施期間] 令和３年10月12日から同年11月11日まで。 

[寄せられた意見と市の回答] 提出された意見なし。 

 

議第89号 多治見市手数料条例の一部を改正するについて 

 １ 改正趣旨 

   長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の一

部が改正され（令和３年法律第48号）、区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定

手続の見直し及び登録住宅性能評価機関の活用による長期優良住宅建築等計画の認定に係

る審査の合理化が行われたことに伴い、所要の改正を行う。 

 ２ 改正内容 

(１) 長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料の金額を次のように改める（別表52の２

の項関係）。 
 

（単位：円） 

住宅の種類 工事種別 

改正前 改正後 

事前審査の

種類 
単位 金額 事前審査の種類 単位 金額 

一戸建ての住宅 

新築 
適合証 １戸 6,000 確認書又は 

住宅性能評価書 
１件 14,000 

性能評価書 １戸 22,000 

増改築 適合証 １戸 9,000 
確認書又は 

住宅性能評価書 
１件 20,000 
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一戸建ての住宅

以外の住宅 

（１棟の戸数が

５以下） 

新築 
適合証 １戸 12,000 確認書又は 

住宅性能評価書 
１件 24,000 

性能評価書 １戸 62,000 

増改築 適合証 １戸 18,000 
確認書又は 

住宅性能評価書 
１件 35,000 

一戸建ての住宅

以外の住宅 

（１棟の戸数が

６以上） 

新築 
適合証 １戸 21,000 確認書又は 

住宅性能評価書 
１件 38,000 

性能評価書 １戸 95,000 

増改築 適合証 １戸 32,000 
確認書又は 

住宅性能評価書 
１件 56,000 

(２) 長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料の金額を次のように改める（別表52

の３の項関係）。 

（単位：円） 

住宅の種類 工事種別 

改正前 改正後 

事前審査の

種類 
単位 金額 事前審査の種類 単位 金額 

一戸建ての住宅 

新築 
適合証 １戸 3,000 確認書又は 

住宅性能評価書 
１件 7,000 

性能評価書 １戸 11,000 

増改築 適合証 １戸 4,500 
確認書又は 

住宅性能評価書 
１件 10,000 

一戸建ての住宅

以外の住宅 

（１棟の戸数が

５以下） 

新築 
適合証 １戸 6,000 確認書又は 

住宅性能評価書 
１件 12,000 

性能評価書 １戸 31,000 

増改築 適合証 １戸 9,000 
確認書又は 

住宅性能評価書 
１件 17,500 

一戸建ての住宅

以外の住宅 

（１棟の戸数が

６以上） 

新築 
適合証 １戸 10,500 確認書又は 

住宅性能評価書 
１件 19,000 

性能評価書 １戸 47,500 

増改築 適合証 １戸 16,000 
確認書又は 

住宅性能評価書 
１件 28,000 

 ３ 施行日 

   令和４年２月20日 

 

議第90号 多治見市国民健康保険条例の一部を改正するについて 

 １ 改正趣旨 

   出産育児一時金に加算される額の基準となる産科医療補償制度の掛け金が16,000円から

12,000円に引き下げられたことに対応するため、健康保険法施行令の一部改正（令和３年

政令第222号）に準じ、出産育児一時金の金額を引き上げる。 

 ２ 改正内容 

出産育児一時金の金額を404,000円から408,000円に引き上げる（掛け金相当額を加えた

出産育児一時金等の総額は、420,000円を維持）（第７条関係）。 

 ３ 施行日 

   令和４年１月１日 
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議第91号 多治見市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例の一部を改正

するについて 

 １ 改正趣旨 

   都市計画法の一部改正（令和２年法律第43号）により、本条例に基づき市街化調整区域

において開発許可の基準が緩和される土地の区域から災害リスクの高いエリアとして除外

する区域が追加されたことに伴い、所要の改正を行う。 

 ２ 主な改正内容 

本条例で指定する土地の区域の要件を次のように改める（第４条関係）。 

(１) 都市計画法施行令（以下「令」という。）第29条の９第１号から第５号までに掲げ

る区域を含まないこと。 

(２) 令第29条の９第６号に掲げる土地の区域として規則で定めるものを含まないこと。 

(３) 令第29条の９第７号に掲げる土地の区域として規則で定めるものを含まないこと。 

（参考）令第29条の９各号に規定する区域 

第１号 災害危険区域 

第２号 地すべり防止区域 

第３号 急傾斜地崩壊危険区域 

第４号 土砂災害警戒区域 

第５号 浸水被害防止区域 

第６号 浸水想定区域のうち、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずる

おそれがあると認められる土地の区域 

第７号 令第８条第１項第２号ロからニまでに掲げる土地の区域（水害等が発生する

おそれのある土地、農用地、自然や都市環境を保持するために保全すべき土地等の

区域） 

 ３ 施行日 

   令和４年４月１日 

 

議第92号 多治見市駐車場条例の一部を改正するについて 

 １ 改正趣旨 

   多治見市豊岡駐車場（以下「豊岡駐車場」という。）の利便性の向上及び新たな収入の確

保のため、所要の改正を行う。 

 ２ 主な改正内容 

(１) 豊岡駐車場のうち屋外のそれぞれ市長が指定した区域に駐車できる自動車として、

次の自動車を加える（第５条関係）。 

ア 道路運送車両法に規定する普通自動車のうち長さ 4.9メートル以下かつ幅 1.85メー

トル以下のもの又は同法に規定する小型自動車及び軽自動車のうち２輪自動車以外の

もの（定期利用の場合に限る。）〔管理用駐車区域の転用〕 

イ 道路運送車両法に規定する普通自動車のうち長さ4.9メートルを超え９メートル以下

かつ幅2.5メートル以下のもの（以下「バス」という。）〔バス駐車場の新設〕 

(２) バスについて、普通駐車に係るサービス券の発行及び料金徴収方法の例外を定める

（第８条及び第９条関係）。 
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(３) バスに係る普通駐車料金並びに４階及び屋外に係る定期駐車料金（全日定期）を新

たに定める（別表第１関係）。 

区分 単位 金額 

普通駐車料金 バス １台１日につき 3,600円 

定期駐車料金 全日定期 午前０時から午

後 12時まで 

４階 １台１か月につき 9,170円 

屋外 9,170円 

 ３ 施行日 

   令和４年４月１日 

 

【政策の背景及び提案までの経緯（議会基本条例第13条第１号関係）】 

１ 豊岡駐車場について、令和３年４月１日から３年間を指定管理期間とする指定管理者

選定時に、指定管理者（公益財団法人多治見市文化振興事業団）から利用促進計画とし

て様々な提案があった。 

２ 当駐車場は、昭和52年完成の施設で老朽化が進んでいるが、公共施設（まなびパー

ク）隣接の駐車場として令和39年度まで利用することになっている。そのため、平成31

年度には高圧受変電設備を、令和２～３年度に防水工事を実施し、令和４年度以降も予

防的な修繕を含めた投資が必要となっている。 

３ その財源となる新たな収入を確保するため、利用促進計画の実施に向け指定管理者と

協議を進めてきた結果、次の３点を新たに実施することとした。 

(１) バスの普通駐車用駐車場（屋外）の新設 

(２) 管理用駐車区域の一部区画（屋外）の定期利用への転用及び全日定期利用券の発

行 

(３) ４階（屋上）の全日定期利用券の発行 

【市民参加状況報告（市民参加条例第７条第３項、議会基本条例第13条第４号関係）】 

パブリック・コメント手続 

[案 件] 豊岡駐車場の利便性向上・新たな収入確保について 

[実施期間] 令和３年９月３日から同年10月３日まで。 

[寄せられた意見と市の回答] 提出された意見なし。 

 

議第93号 多治見市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正するにつ

いて 

 １ 改正趣旨 

   消防団員の報酬等の基準の策定等について（令和３年４月13日消防地第171号）を踏まえ、

非常勤消防団員の処遇改善を図るため、所要の改正を行う。 

 ２ 主な改正内容 

(１) 基本消防団員に年額で支給する報酬を年額報酬とし、その金額を次のように改める

（第12条第１項及び第２項関係）。 

 改正前 改正後 

団長 年額 90,000円  改正なし 

副団長 年額 73,000円  改正なし 
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分団長 年額 55,000円  改正なし 

副分団長 年額 45,000円  改正なし 

部長 年額 35,000円 年額 38,500円 

班長 年額 34,000円 年額 37,500円 

団員 年額 33,000円 年額 36,500円 

(２) 基本消防団員が災害、警戒、訓練又はその他の職務に従事する場合において、新た

に出動報酬を支給することとし、その金額は、次のとおりとする（従来は 2,000 円を費

用弁償として支給）（第 12条第３項関係）。 

災害の場合 日額 8,000円※ 

警戒の場合 日額 2,000円 

訓練の場合 日額 2,000円 

その他の職務の場合 日額 2,000円 

※暦日において２時間を超え４時間を超えないとき 4,000円 

２時間を超えないとき       2,000円 

(３) 基本消防団員について、年額報酬は年４回に分けて、出動報酬は３箇月ごとにまと

めて支給することができることとし、機能別消防団員の報酬は、１箇月ごとにまとめて

支給することができることとする（第 12条の２関係）。 

 ３ 施行日 

   令和４年４月１日 

 

【政策の背景及び提案までの経緯（議会基本条例第13条第１号関係）】 

１ 消防団員の減少に歯止めをかけるため、消防庁において、消防団員の処遇等に関する

検討会（以下「検討会」という。）により検討が行われた。 

２ 検討会の報告を受け、消防庁長官から「消防団員の報酬等の基準の策定等について」

が通知され、消防団員の処遇改善を図るために必要な措置等が示された。 

【市民参加状況報告（市民参加条例第７条第３項、議会基本条例第13条第４号関係）】 

パブリック・コメント手続 

[案 件] 多治見市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正に

ついて 

[実施期間] 令和３年８月27日から同年10月３日まで。 

[寄せられた意見と市の回答] 

（意見の要旨） 消防団員の報酬額を上げても消防団員数減少の解決策にはならないの

ではないか。 

（市の考え方） 今般の消防団員の報酬等の処遇改善は、団員本人の士気向上や消防団

活動に対する家族等の理解を得るためにも不可欠なものであり、消防団

員数の確保に繋がっていくものであると考えています。 

 

議第94号 多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部を改正するについて 

 １ 改正趣旨 

   公共施設予約システムの対象に学校開放事業を追加するため、所要の改正を行う。 
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 ２ 改正内容 

使用料の還付対象となる使用の許可申請の取消し又は変更を申し出る期限を教育委員会

規則に委任する（第３条第２項関係）。 

 ３ 施行日 

   令和４年４月１日 



8 

議第95号 令和３年度多治見市一般会計補正予算（第６号） 
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議第96号 令和３年度多治見市一般会計補正予算（第７号） 

議第97号 令和３年度多治見市国民健康保険事業特別会計補正予算(第３号) 

議第98号 令和３年度多治見市介護保険事業特別会計補正予算(第２号) 

議第99号 令和３年度多治見市病院事業会計補正予算(第１号) 
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△
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の
増

額
1
4
6

1
4
6

9
民

生
費

介
助

用
自

動
車

等
購

入
助

成
事

業
費

介
助

者
の

運
転

で
外

出
す

る
在

宅
重

度
身

体
障

害
者

に
係

る
自

動
車

購
入

件
数

の
増

加
見

込
み

（
３
件

増
）
に

伴
う
扶

助
費

の
増

額
※

　
財

源
：
県

補
助

金
1
/
2

6
1
9

3
0
9

3
1
0

1
0

民
生

費
介

護
保

険
事

業
会

計
人

件
費

繰
出

金
職

員
人

件
費

増
額

（
人

事
異

動
分

）
に

係
る

介
護

保
険

事
業

特
別

会
計

補
正

予
算

に
伴

う
繰

出
金

の
増

額
1
,6

2
6

1
,6

2
6

1
1

民
生

費
福

祉
医

療
費

助
成

事
務

費
福

祉
医

療
費

に
係

る
審

査
支

払
手

数
料

（
県

単
・
市

単
）
の

増
額

見
込

み
に

伴
う
手

数
料

の
増

額
※

　
財

源
：
県

補
助

金
1
/
2

1
,9

4
7

8
6
1

1
,0

8
6

1
2

民
生

費
重

度
心

身
障

害
者

医
療

給
付

事
業

費
（
県

単
）

重
度

心
身

障
害

者
医

療
給

付
事

業
費

の
減

額
見

込
み

に
伴

う
扶

助
費

の
減

額
※

　
財

源
：
県

補
助

金
1
/
2

△
 1

8
,5

0
0

△
 9

,2
5
0

△
 9

,2
5
0

1
3

民
生

費
重

度
心

身
障

害
者

医
療

給
付

事
業

費
（
市

単
）

重
度

心
身

障
害

者
医

療
給

付
事

業
費

の
減

額
見

込
み

に
伴

う
扶

助
費

の
減

額
△

 7
,0

0
0

△
 7

,0
0
0

1
4

民
生

費
母

子
家

庭
等

医
療

給
付

事
業

費
（
県

単
）

母
子

家
庭

等
医

療
給

付
事

業
費

の
増

額
見

込
み

に
伴

う
扶

助
費

の
増

額
※

　
財

源
：
県

補
助

金
1
/
2

7
,4

0
0

3
,7

0
0

3
,7

0
0

1
5

民
生

費
乳

幼
児

医
療

給
付

事
業

費
（
県

単
）

乳
幼

児
医

療
給

付
事

業
費

の
増

額
見

込
み

に
伴

う
扶

助
費

の
増

額
※

　
財

源
：
県

補
助

金
1
/
2

2
1
,9

0
0

1
0
,9

5
0

1
0
,9

5
0

番 号
款

事
  

業
  

名
事

　
　

　
業

　
　

　
内

　
　

　
容

補
正

額

財
　

　
　

源
　

　
　

内
　

　
　

訳
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

1
6

民
生

費
子

ど
も

医
療

給
付

事
業

費
（
市

単
）

子
ど

も
医

療
給

付
事

業
費

の
増

額
見

込
み

に
伴

う
扶

助
費

の
増

額
2
7
,4

0
0

2
7
,4

0
0

1
7

民
生

費
総

合
福

祉
セ

ン
タ

ー
管

理
費

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
り

休
館

し
た

総
合

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
入

居
す

る
事

業
者

へ
の

休
業

期
間

に
応

じ
た

協
力

金
支

給
に

伴
う

補
助

金
の

追
加

※
　

休
業

期
間

：
3
9
日

間
（
令

和
３
年

８
月

2
3
日

～
９
月

3
0
日

）

7
8
0

7
8
0

1
8

民
生

費
児

童
手

当
給

付
費

児
童

手
当

給
付

費
の

増
額

見
込

み
に

伴
う
扶

助
費

の
増

額
※

　
財

源
：
国

庫
負

担
金

1
2
,3

7
3
千

円
、

県
負

担
金

2
,7

2
4
千

円
1
7
,8

2
2

1
5
,0

9
7

2
,7

2
5

1
9

民
生

費
障

害
児

通
所

支
援

事
業

費
障

害
児

通
所

支
援

事
業

に
係

る
給

付
の

増
額

見
込

み
に

伴
う
扶

助
費

の
増

額
※

　
財

源
：
国

庫
負

担
金

1
/
2
、

県
負

担
金

1
/
4

6
5
,9

5
7

4
9
,4

6
7

1
6
,4

9
0

2
0

民
生

費
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

費
池

田
地

域
子

育
て

支
援

セ
ン

タ
ー

に
係

る
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

交
付

金
の

基
準

額
改

定
に

伴
う
委

託
料

の
増

額
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

1
/
3
、

県
補

助
金

1
/
3

1
2
8

8
4

4
4

2
1

民
生

費
私

立
保

育
所

経
営

改
善

等
助

成
費

①
　

私
立

保
育

所
等

に
係

る
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
経

費
へ

の
補

助
に

伴
う
補

助
金

の
増

額
　

2
,2

0
0
千

円
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

1
/
2

②
　

私
立

保
育

所
に

係
る

IC
T
化

整
備

へ
の

補
助

に
伴

う
補

助
金

の
増

額
7
5
0
千

円
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

2
/
3

※
　

保
育

対
策

総
合

支
援

事
業

費
補

助
金

（
国

庫
補

助
金

）
の

歳
入

補
正

予
算

額
は

3
,3

5
0
千

円
。

う
ち

1
,7

5
0
千

円
は

、
公

立
保

育
所

職
員

人
件

費
に

財
源

充
当

（
N

o
１
参

照
）

2
,9

5
0

1
,6

0
0

1
,3

5
0

番 号
款

事
  

業
  

名
事

　
　

　
業

　
　

　
内

　
　

　
容

補
正

額

財
　

　
　

源
　

　
　

内
　

　
　

訳
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

2
2

民
生

費
災

害
見

舞
金

①
　

令
和

３
年

８
月

1
3
日

の
豪

雨
に

よ
る

倒
木

に
よ

り
被

災
し

た
１
世

帯
に

係
る

被
災

者
生

活
・
住

宅
再

建
支

援
金

の
支

給
に

伴
う
交

付
金

の
増

額
1
,5

0
0
千

円

②
　

令
和

３
年

９
月

2
4
日

の
河

川
法

面
崩

落
に

よ
り

被
災

し
た

１
世

帯
に

係
る

被
災

者
生

活
・
住

宅
再

建
支

援
金

の
支

給
に

伴
う
交

付
金

の
増

額
2
,2

5
0
千

円
※

　
繰

越
明

許
費

の
追

加
も

あ
り

※
　

財
源

：
県

補
助

金
2
/
3

3
,7

5
0

2
,5

0
0

1
,2

5
0

2
3

衛
生

費
母

子
保

健
事

業
推

進
費

①
　

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
係

る
妊

産
婦

等
に

対
す

る
オ

ン
ラ

イ
ン

教
室

及
び

相
談

用
タ

ブ
レ

ッ
ト
端

末
購

入
に

伴
う
備

品
購

入
費

の
追

加
5
9
千

円
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

1
/
2

②
　

県
外

に
お

け
る

妊
婦

健
康

診
査

受
診

申
請

の
増

加
に

伴
う
補

助
金

の
増

額
　

1
,3

0
0
千

円

1
,3

5
9

2
9

1
,3

3
0

2
4

衛
生

費
未

熟
児

養
育

医
療

給
付

費
未

熟
児

養
育

医
療

給
付

費
の

増
額

見
込

み
に

伴
う
扶

助
費

の
増

額
※

　
財

源
：
国

庫
負

担
金

1
/
2
、

県
負

担
金

1
/
4

3
,5

0
0

2
,6

2
5

8
7
5

2
5

衛
生

費
保

健
福

祉
医

療
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

改
修

費

国
が

進
め

る
健

（
検

）
診

結
果

の
利

活
用

に
向

け
た

情
報

標
準

化
整

備
事

業
に

係
る

シ
ス

テ
ム

改
修

に
伴

う
委

託
料

の
増

額
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

1
/
2
又

は
2
/
3

※
　

健
診

結
果

利
活

用
に

向
け

た
情

報
標

準
化

整
備

事
業

補
助

金
（
国

庫
補

助
金

）
の

歳
入

補
正

予
算

額
は

5
,0

4
2
千

円
。

う
ち

4
0
3
千

円
は

、
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
対

応
シ

ス
テ

ム
改

修
費

に
財

源
充

当
（
N

o
３
参

照
）

7
,1

5
8

4
,6

3
9

2
,5

1
9

番 号
款

事
  

業
  

名
事

　
　

　
業

　
　

　
内

　
　

　
容

補
正

額

財
　

　
　

源
　

　
　

内
　

　
　

訳
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

2
6

衛
生

費
新

型
コ

ロ
ナ

ワ
ク

チ
ン

接
種

事
業

費

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
係

る
ワ

ク
チ

ン
追

加
接

種
（
３
回

目
）
体

制
整

備
に

伴
う
委

託
料

等
の

増
額

※
　

財
源

：
国

庫
負

担
金

1
0
5
,3

4
4
千

円
、

国
庫

補
助

金
1
3
5
,9

9
1
千

円
2
4
1
,7

7
6

2
4
1
,3

3
5

4
4
1

2
7

衛
生

費
病

院
事

業
会

計
補

助
金

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

事
業

に
係

る
病

院
事

業
会

計
補

正
予

算
（
指

定
管

理
者

補
助

）
に

伴
う
補

助
金

の
増

額
1
,2

5
0

1
,2

5
0

2
8

商
工

費
文

化
工

房
運

営
事

業
関

係
費

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

係
る

指
定

管
理

者
の

経
営

支
援

に
伴

う
補

助
金

の
増

額
（
令

和
３
年

1
0
月

～
令

和
４
年

３
月

分
）

2
5
9

2
5
9

2
9

商
工

費
緊

急
経

済
対

策
関

係
費

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

係
る

駐
車

場
指

定
管

理
者

支
援

に
伴

う
補

助
金

の
増

額
（
令

和
３
年

1
0
月

～
令

和
４
年

３
月

分
）

1
1
,3

0
4

1
1
,3

0
4

3
0

商
工

費
美

濃
焼

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

管
理

運
営

事
業

費
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

に
係

る
指

定
管

理
者

の
経

営
支

援
に

伴
う
補

助
金

の
増

額
（
令

和
３
年

1
0
月

～
令

和
４
年

３
月

分
）

3
1
5

3
1
5

3
1

商
工

費
モ

ザ
イ

ク
タ

イ
ル

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

管
理

運
営

費
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

に
係

る
指

定
管

理
者

の
経

営
支

援
に

伴
う
補

助
金

の
増

額
（
令

和
３
年

1
0
月

～
令

和
４
年

３
月

分
）

1
0
,1

9
4

1
0
,1

9
4

3
2

商
工

費
ロ

ケ
ツ

ー
リ
ズ

ム
推

進
事

業
費

「
や

く
な

ら
マ

グ
カ

ッ
プ

も
」
第

２
期

放
映

終
了

を
機

と
し

た
コ

ン
テ

ン
ツ

活
用

推
進

事
業

の
実

施
に

伴
う
協

議
会

へ
の

負
担

金
の

増
額

※
　

財
源

：
企

業
版

ふ
る

さ
と

応
援

寄
附

金
5
,0

0
0

5
,0

0
0

番 号
款

事
  

業
  

名
事

　
　

　
業

　
　

　
内

　
　

　
容

補
正

額

財
　

　
　

源
　

　
　

内
　

　
　

訳
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

3
3

商
工

費
人

財
育

成
事

業
費

陶
磁

器
意

匠
研

究
所

卒
業

制
作

展
に

係
る

「
S
A

T
O

K
O

賞
」
受

賞
者

へ
の

賞
金

授
与

に
伴

う
報

償
費

の
増

額
※

　
財

源
：
陶

磁
器

技
術

振
興

基
金

繰
入

金
3
0
0

3
0
0

3
4

商
工

費
陶

磁
器

技
術

振
興

基
金

積
立

金

陶
磁

器
に

係
る

人
財

育
成

を
意

向
と

し
た

ふ
る

さ
と

応
援

基
金

か
ら

の
積

立
金

の
追

加
※

　
財

源
：
ふ

る
さ

と
応

援
基

金
繰

入
金

2
,0

0
0

2
,0

0
0

3
5

商
工

費
産

業
文

化
セ

ン
タ

ー
管

理
費

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

係
る

指
定

管
理

者
の

経
営

支
援

に
伴

う
補

助
金

の
増

額
（
令

和
３
年

1
0
月

～
令

和
４
年

３
月

分
）

2
,0

3
0

2
,0

3
0

3
6

商
工

費
産

業
文

化
セ

ン
タ

ー
施

設
整

備
費

産
業

文
化

セ
ン

タ
ー

３
階

及
び

５
階

の
貸

館
機

能
に

係
る

W
i-

F
i環

境
整

備
に

伴
う
委

託
料

の
追

加
1
,5

1
8

1
,5

1
8

3
7

土
木

費
駅

南
市

街
地

再
整

備
事

業
費

①
　

県
道

地
下

道
（
本

町
～

田
代

町
間

）
撤

去
工

事
の

前
倒

し
施

工
に

伴
う
工

事
請

負
費

の
増

額
　

3
1
,9

0
0
千

円

②
　

駅
南

駅
前

広
場

の
シ

ダ
レ

ザ
ク

ラ
に

係
る

移
植

及
び

周
辺

整
備

工
事

の
前

倒
し

施
工

に
伴

う
工

事
請

負
費

の
増

額
　

2
,7

2
9
千

円

③
　

県
道

歩
道

改
良

工
事

に
係

る
地

中
障

害
物

撤
去

及
び

交
通

安
全

対
策

の
実

施
に

伴
う
工

事
請

負
費

の
増

額
　

5
,0

6
0
千

円

3
9
,6

8
9

3
9
,6

8
9

3
8

教
育

費
教

育
振

興
基

金
積

立
金

①
　

寄
附

金
採

納
に

伴
う
教

育
振

興
基

金
へ

の
積

立
金

の
追

加
　

1
,5

0
0

千
円

②
　

基
金

の
統

合
に

係
る

基
金

残
高

の
移

動
に

伴
う
積

立
金

の
追

加
6
,3

5
9
千

円
※

　
財

源
：
青

少
年

育
成

基
金

繰
入

金

7
,8

5
9

7
,8

5
9

番 号
款

事
  

業
  

名
事

　
　

　
業

　
　

　
内

　
　

　
容

補
正

額

財
　

　
　

源
　

　
　

内
　

　
　

訳
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

3
9

教
育

費
小

学
校

管
理

備
品

購
入

費
２
小

学
校

（
養

正
及

び
小

泉
）
に

係
る

令
和

４
年

度
学

級
数

増
に

伴
う
備

品
購

入
費

の
増

額
※

　
財

源
：
寄

附
金

2
0
0
千

円
1
,4

7
0

2
0
0

1
,2

7
0

4
0

教
育

費
小

学
校

ＩＣ
Ｔ

整
備

事
業

費

①
　

授
業

に
用

い
る

大
型

デ
ィ

ス
プ

レ
イ

と
タ

ブ
レ

ッ
ト
端

末
と

の
接

続
安

定
化

に
係

る
ケ

ー
ブ

ル
及

び
ア

ダ
プ

タ
の

購
入

に
伴

う
需

用
費

の
追

加
1
,8

9
5
千

円

②
　

校
務

系
シ

ス
テ

ム
に

係
る

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

サ
ー

バ
ー

更
新

に
伴

う
委

託
料

の
増

額
　

1
,0

8
0
千

円

③
　

令
和

４
年

度
学

級
数

増
に

係
る

大
型

デ
ィ

ス
プ

レ
イ

購
入

に
伴

う
備

品
購

入
費

の
増

額
　

2
0
6
千

円

④
　

７
小

学
校

の
第

２
理

科
室

へ
の

大
型

デ
ィ

ス
プ

レ
イ

購
入

に
伴

う
備

品
購

入
費

の
増

額
　

2
,3

2
5
千

円

5
,5

0
6

5
,5

0
6

4
1

教
育

費
小

学
校

学
習

指
導

員
等

配
置

事
業

費
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

に
係

る
ス

ク
ー

ル
・
サ

ポ
ー

ト
・
ス

タ
ッ

フ
の

継
続

配
置

（
令

和
４
年

１
月

～
３
月

）
に

伴
う
給

料
等

の
増

額
1
,8

5
1

1
,8

5
1

4
2

教
育

費
小

学
校

感
染

症
対

策
等

教
育

活
動

継
続

支
援

事
業

費

各
小

学
校

に
係

る
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
経

費
の

増
加

に
伴

う
消

耗
品

費
の

増
額

※
　

財
源

：
国

庫
補

助
金

1
/
2

1
,6

0
0

8
0
0

8
0
0

4
3

教
育

費
小

学
校

空
調

機
整

備
事

業
費

４
小

学
校

（
昭

和
、

共
栄

、
北

栄
及

び
脇

之
島

）
に

係
る

特
別

管
理

室
空

調
機

更
新

に
伴

う
工

事
請

負
費

の
追

加
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

1
/
3
、

学
校

教
育

施
設

等
整

備
事

業
債

（
充

当
率

1
0
0
％

、
交

付
税

措
置

率
5
0
％

）
※

　
繰

越
明

許
費

の
追

加
も

あ
り

1
3
6
,5

0
0

1
9
,8

0
6

3
9
,4

0
0

7
7
,2

9
4

番 号
款

事
  

業
  

名
事

　
　

　
業

　
　

　
内

　
　

　
容

補
正

額

財
　

　
　

源
　

　
　

内
　

　
　

訳
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

4
4

教
育

費
中

学
校

管
理

備
品

購
入

費
４
中

学
校

（
多

治
見

、
平

和
、

小
泉

及
び

南
姫

）
に

係
る

令
和

４
年

度
学

級
数

増
に

伴
う
備

品
購

入
費

の
増

額
7
6
8

7
6
8

4
5

教
育

費
中

学
校

ＩＣ
Ｔ

整
備

事
業

費

①
　

授
業

に
用

い
る

大
型

デ
ィ

ス
プ

レ
イ

と
タ

ブ
レ

ッ
ト
端

末
と

の
接

続
安

定
化

に
係

る
ケ

ー
ブ

ル
及

び
ア

ダ
プ

タ
の

購
入

に
伴

う
需

用
費

の
追

加
1
,0

4
3
千

円

②
　

校
務

系
シ

ス
テ

ム
に

係
る

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

サ
ー

バ
ー

更
新

に
伴

う
委

託
料

の
増

額
　

6
6
5
千

円

③
　

令
和

４
年

度
学

級
数

増
に

係
る

大
型

デ
ィ

ス
プ

レ
イ

購
入

に
伴

う
備

品
購

入
費

の
増

額
　

5
5
千

円

④
　

全
中

学
校

の
第

２
理

科
室

へ
の

大
型

デ
ィ

ス
プ

レ
イ

購
入

に
伴

う
備

品
購

入
費

の
増

額
　

2
,6

5
8
千

円

4
,4

2
1

4
,4

2
1

4
6

教
育

費
中

学
校

ＩＣ
Ｔ

管
理

運
営

費
令

和
４
年

度
学

級
数

増
減

に
係

る
大

型
デ

ィ
ス

プ
レ

イ
及

び
タ

ブ
レ

ッ
ト
端

末
保

管
庫

の
移

設
に

伴
う
委

託
料

の
増

額
2
3
1

2
3
1

4
7

教
育

費
中

学
校

学
習

指
導

員
等

配
置

事
業

費
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

に
係

る
ス

ク
ー

ル
・
サ

ポ
ー

ト
・
ス

タ
ッ

フ
の

継
続

配
置

（
令

和
４
年

１
月

～
３
月

）
に

伴
う
給

料
等

の
増

額
1
,1

4
0

1
,1

4
0

4
8

教
育

費
中

学
校

感
染

症
対

策
等

教
育

活
動

継
続

支
援

事
業

費

各
中

学
校

に
係

る
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
経

費
の

増
加

に
伴

う
消

耗
品

費
の

増
額

※
　

財
源

：
国

庫
補

助
金

1
/
2

4
5
0

2
2
5

2
2
5

番 号
款

事
  

業
  

名
事

　
　

　
業

　
　

　
内

　
　

　
容

補
正

額

財
　

　
　

源
　

　
　

内
　

　
　

訳
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

4
9

教
育

費
中

学
校

耐
震

補
強

事
業

費

陶
都

中
学

校
（
校

舎
棟

及
び

屋
内

運
動

場
）
非

構
造

部
材

耐
震

補
強

工
事

に
伴

う
工

事
請

負
費

の
増

額
※

　
総

事
業

費
5
2
3
,6

6
8
千

円
。

継
続

費
の

追
加

も
あ

り
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

1
/
3
、

防
災

・
減

災
・
国

土
強

靭
化

緊
急

対
策

事
業

債
（
充

当
率

1
0
0
％

、
交

付
税

措
置

率
5
0
％

）

2
6
,1

8
3

8
,4

6
5

1
6
,9

0
0

8
1
8

5
0

教
育

費
中

学
校

空
調

機
整

備
事

業
費

多
治

見
中

学
校

に
係

る
特

別
管

理
室

空
調

機
更

新
に

伴
う
工

事
請

負
費

の
増

額
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

1
/
3
、

学
校

教
育

施
設

等
整

備
事

業
債

（
充

当
率

1
0
0
％

、
交

付
税

措
置

率
5
0
％

）
※

　
繰

越
明

許
費

の
追

加
も

あ
り

7
2
,6

0
0

8
,7

9
8

1
7
,5

0
0

4
6
,3

0
2

5
1

教
育

費
笠

原
中

央
公

民
館

管
理

費

①
　

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

係
る

指
定

管
理

者
の

経
営

支
援

に
伴

う
補

助
金

の
増

額
（
令

和
３
年

1
0
月

～
令

和
４
年

３
月

分
）
　

2
7
5

千
円

②
　

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
り

休
館

し
た

笠
原

中
央

公
民

館
に

入
居

す
る

事
業

者
へ

の
休

業
期

間
に

応
じ

た
協

力
金

支
給

に
伴

う
補

助
金

の
増

額
　

7
8
0
千

円
※

　
休

業
期

間
：
3
9
日

間
（
令

和
３
年

８
月

2
3
日

～
９
月

3
0
日

）

1
,0

5
5

1
,0

5
5

5
2

教
育

費
学

習
館

管
理

費
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

に
係

る
指

定
管

理
者

の
経

営
支

援
に

伴
う
補

助
金

の
増

額
（
令

和
３
年

1
0
月

～
令

和
４
年

３
月

分
）

1
,4

6
4

1
,4

6
4

5
3

教
育

費
図

書
購

入
費

寄
附

金
採

納
に

伴
う
図

書
購

入
の

た
め

の
備

品
購

入
費

の
増

額
5
0
0

5
0
0

番 号
款

事
  

業
  

名
事

　
　

　
業

　
　

　
内

　
　

　
容

補
正

額

財
　

　
　

源
　

　
　

内
　

　
　

訳
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

5
4

教
育

費
体

育
施

設
管

理
費

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

係
る

指
定

管
理

者
の

経
営

支
援

に
伴

う
補

助
金

の
増

額
（
令

和
３
年

1
0
月

～
令

和
４
年

３
月

分
）

2
,0

6
2

2
,0

6
2

5
5

教
育

費
体

育
館

管
理

費
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

に
係

る
指

定
管

理
者

の
経

営
支

援
に

伴
う
補

助
金

の
増

額
（
令

和
３
年

1
0
月

～
令

和
４
年

３
月

分
）

3
,7

7
6

3
,7

7
6

7
0
7
,8

9
5

3
6
4
,1

9
3

7
3
,8

0
0

7
1
,0

8
1

1
9
8
,8

2
1

番 号

合
　

　
　

　
　

計
　

（
補

正
額

総
額

）

款
事

  
業

  
名

事
　

　
　

業
　

　
　

内
　

　
　

容
補

正
額

財
　

　
　

源
　

　
　

内
　

　
　

訳
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令
和

３
年

度
　

　
　

一
 般

 会
 計

 税
 等

 内
 訳

 一
 覧

 表
  

  
  

  
　

（ 
補

 正
 第

 ７
 号

 ）

金
額

１
市

税

２
地

方
譲

与
税

自
動

車
重

量
譲

与
税

地
方

揮
発

油
譲

与
税

３
利

子
割

交
付

金

４
配

当
割

交
付

金

５
株

式
等

譲
渡

所
得

割
交

付
金

６
法

人
事

業
税

交
付

金

７
地

方
消

費
税

交
付

金

８
ゴ

ル
フ

場
利

用
税

交
付

金

９
環

境
性

能
割

交
付

金

10
国

有
提

供
施

設
等

所
在

市
町

村
助

成
交

付
金

11
地

方
特

例
交

付
金

12
地

方
交

付
税

普
通

交
付

税

特
別

交
付

税

13
交

通
安

全
対

策
特

別
交

付
金

20
繰

入
金

財
政

調
整

基
金

繰
入

金
46

,7
64

（
う

ち
可

処
分

）

（
う

ち
災

害
留

保
分

）
(4

6,
76

4)

21
繰

越
金

15
2,

05
7

22
諸

収
入

市
預

金
利

子

23
市

債
臨

時
財

政
対

策
債

 
そ

の
他

一
般

財
源

19
8,

82
1

（
単

位
：
千

円
）

内
容

合
計
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（
継

続
費

）
（
 単

位
：
千

円
 ）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

3
2
6
,1

8
3

8
,4

6
5

1
6
,9

0
0

8
1
8

4
2
3
5
,6

5
1

7
6
,1

9
3

1
5
2
,3

0
0

7
,1

5
8

5
2
6
1
,8

3
4

8
4
,6

5
9

1
6
9
,3

0
0

7
,8

7
5

計
5
2
3
,6

6
8

1
6
9
,3

1
7

3
3
8
,5

0
0

1
5
,8

5
1

（
繰

越
明

許
費

）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

1
7
5
0

3
7
5

2
1
9
,8

0
6

3
9
,4

0
0

7
7
,2

9
4

3
8
,7

9
8

1
7
,5

0
0

4
6
,3

0
2

1
3
6
,5

0
0

小
学

校
空

調
機

整
備

事
業

費
（
昭

和
小

学
校

な
ど

４
小

学
校

の
特

別
管

理
室

空
調

機
更

新
工

事
）

令
  

和
  

３
  

年
  

度
　

　
　

一
　

般
　

会
　

計
　

予
　

算
　

（
　

補
　

正
　

第
　

７
　

号
　

）
　

の
　

主
　

要
　

内
　

容

項
目

総
額

年
度

年
割

額
財

源
内

訳

陶
都

中
学

校
非

構
造

部
材

耐
震

補
強

事
業

1
5
2
3
,6

6
8

番 号
事

業
名

継
続

費
の

追
加

繰
越

明
許

費
の

追
加

中
学

校
空

調
機

整
備

事
業

費
（
多

治
見

中
学

校
の

特
別

管
理

室
空

調
機

更
新

工
事

）
7
2
,6

0
0

（
 単

位
：
千

円
 ）

項
目

番 号
事

　
　

　
　

　
　

　
業

　
　

　
　

　
　

　
　

名
金

　
　

額
財

源
内

訳

1
,1

2
5

災
害

見
舞

金
（
令

和
３
年

９
月

2
4
日

の
河

川
法

面
崩

落
に

よ
り

被
災

し
た

１
世

帯
に

係
る

被
災

者
生

活
・
住

宅
再

建
支

援
金

）



28 

 （
債

務
負

担
行

為
）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

1
令

和
４
年

度
か

ら
令

和
７
年

度
ま

で
限

度
額

に
同

じ

2
令

和
４
年

度
3
,2

1
1

3
令

和
４
年

度
4
,0

0
0

3
,2

1
1

債
務

負
担

行
為

の
追

加

市
政

監
察

員
委

託
（
令

和
３
年

度
分

）

箇
所

毎
の

（
基

本
）
固

定
費

用
、

実
績

に
基

づ
く
調

査
１
件

に
つ

き
3
0
,0

0
0
円

に
消

費
税

相
当

額
を

加
算

し
た

額
及

び
市

政
監

察
員

の
時

間
あ

た
り

単
価

1
5
,0

0
0
円

に
時

間
を

乗
じ

消
費

税
相

当
額

を
加

算
し

た
額

（
 単

位
：
千

円
 ）

項
目

番 号
事

　
　

　
　

　
　

　
　

項
期

　
　

　
　

　
　

　
　

間
限

　
　

度
　

　
額

財
源

内
訳

市
県

民
税

納
税

通
知

書
等

印
刷
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議第100号 工事請負契約の締結について 

  １ 契約の目的  文化会館舞台音響・映像設備更新工事 

  ２ 契約の方法  随意契約 

  ３ 契約金額   一金 192,280,000円 

  ４ 契約の相手方 愛知県名古屋市中村区名駅南３－４－26 

            ヒビノスペーステック株式会社名古屋営業所 

             所長 田尾 大輔 

 【参考】 

プロポーザルの状況： 

   ・提案事業者 ２者（２者指名） 

   ・実施日 令和３年３月26日 

  事業概要： 

   １ 大ホールの舞台音響設備並びに大ホール及び小ホールの舞台映像設備の全面更新。

性能や将来性に優れた舞台音響・映像設備を選定し、文化会館の魅力や機能を一層高

めようとするもの。 

   ２ 履行期間 

     契約日～令和４年12月９日  仮契約日 令和３年11月１日 

 

議第101号 工事請負契約の締結について 

  １ 契約の目的  文化会館舞台照明設備更新工事 

  ２ 契約の方法  随意契約 

  ３ 契約金額   一金 248,600,000円 

  ４ 契約の相手方 愛知県名古屋市東区武平町５－１名古屋栄ビルディング 

            丸茂電機株式会社名古屋営業所 

             所長 田中 徹 

 【参考】 

プロポーザルの状況： 

   ・提案事業者 １者（３者指名） 

   ・実施日 令和３年３月24日 

  事業概要： 

   １ 大ホール及び小ホールの舞台照明設備の更新。舞台音響・映像設備の全面更新に併

せて性能や将来性に優れた最新設備に更新することで、文化会館の魅力や機能を一層

高めようとするもの。 

   ２ 履行期間 

     契約日～令和４年12月９日  仮契約日 令和３年11月１日 

 

議第102号 指定管理者の指定について 

次の施設について、指定管理者の指定を行うものとする。 

１ 施設の名称 多治見市多治見駅北広場 

２ 指定管理者の名称等 多治見市日ノ出町２丁目15番地 
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一般社団法人多治見市観光協会 

代表理事 古川 雅典 

３ 指定期間 令和４年４月１日から令和６年３月31日まで（２年間） 

 

選定結果 

候補団体 一般社団法人多治見市観光協会 

現在の指定管理者 多治見まちづくり株式会社 

評価 

評価項目 配点 得点 

１．施設運営の基本的な考え方 40 35 

２．施設運営 10 9 

３．組織・運営体制 10 9 

４．収支計画 10 9 

５．経営能力 10 9 

６．にぎわいを創出する集客交流事業の提案 20 17 

評価合計点 
100 88 

最低基準点 60点 

指定管理料 
提案額（税込）（千円未満切上） 債務負担額 

33,377千円 33,377千円 

非公募理由 

次の理由により、非公募とした（多治見市公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例施行規則（平成16年規則第62号）第２条第３項第６号

に該当）。 

(１) 多治見市多治見駅北広場は、現在、多治見まちづくり株式会社が指定

管理者として管理を行っており、その運営は市の中心市街地の活性化に寄

与している。 

(２) 重複する事業のスリム化、事業の進展・拡大及び人材確保の観点か

ら、令和４年４月１日をもって組織の方針が類似する多治見まちづくり株

式会社、株式会社華柳及び一般社団法人多治見市観光協会が統合される。 

(３) 統合後の一般社団法人多治見市観光協会が、平成31年４月１日から令

和６年３月31日までの５年間の指定管理期間のうち令和４年４月１日から

の２年間について、多治見市多治見駅北広場の運営を引き継ぐことで、引

き続き中心市街地の活性化を進めることができると認められる。 

 

議第103号 指定管理者の指定について 

次の施設について、指定管理者の指定を行うものとする。 

１ 施設の名称 多治見市駅北立体駐車場 

２ 指定管理者の名称等 多治見市日ノ出町２丁目15番地 

一般社団法人多治見市観光協会 

代表理事 古川 雅典 

３ 指定期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで（１年間） 
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選定結果 

候補団体 一般社団法人多治見市観光協会 

現在の指定管理者 多治見まちづくり株式会社 

評価 

評価項目 配点 得点 

１．提案内容の妥当性について 60 55 

２．中心市街地活性化や街のにぎわいづくりに

資する事業提案がなされているか 
40 38 

評価合計点 
100 93 

最低基準点 60点 

非公募理由 

次の理由により非公募とした（多治見市公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例施行規則（平成16年規則第62号）第２条第３項第６号に

該当）。 

(１) 多治見市駅北立体駐車場は、駅北区画整理事業区域内に位置し、その

運営が区域内及び周囲の土地利用に大きな影響を与える。現在、中心市街

地の活性化を目的として設立された第三セクターである多治見まちづくり

株式会社が指定管理者として管理を行っており、その運営は区域内のみな

らず、中心市街地全体の活性化に寄与している。 

(２) 重複する事業のスリム化、事業の進展・拡大及び人材確保の観点から、

令和４年４月１日をもって組織の方針が類似する多治見まちづくり株式会

社、株式会社華柳及び一般社団法人多治見市観光協会が統合される。 

(３) 統合後の一般社団法人多治見市観光協会が、令和２年４月１日から令

和５年３月31日までの３年間の指定管理期間のうち令和４年４月１日から

の１年間について、多治見市駅北立体駐車場の運営を引き継ぐことで、引

き続き中心市街地の活性化を進めることができると認められる。 

施設使用料

の支払い 

指定管理者は、施設使用料として、次に掲げる額を市に支払うものとす

る。 

令和４年度 

ア 年度当たり33,283,000円 

イ 当該年度の利用料金収入からアに定める額及び施設運

営費相当額25,081,000円を減じた額のうち３割の額 
 

 

議第104号 指定管理者の指定について 

次の施設について、指定管理者の指定を行うものとする。 

１ 施設の名称 多治見市坂上児童館 

２ 指定管理者の名称等 東京都豊島区東池袋１－44－３池袋ＩＳＰタマビル 

特定非営利活動法人ワーカーズコープ 

代表理事 田嶋 羊子 

３ 指定期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで（１年間） 
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選定結果 

候補団体 特定非営利活動法人ワーカーズコープ 

現在の指定管理者 特定非営利活動法人ワーカーズコープ 

評価 

評価項目 配点 得点 

１．提案書全般 30 25.8 

２．提案内容 45 37.5 

３．収支計画 10 8.9 

４．組織 5 4.5 

５．関係機関との連携 10 8.5 

評価合計点 
100 85.1 

最低基準点 60点 

非公募理由 

次の理由により非公募とした（多治見市公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例施行規則（平成16年規則第62号）第２条第３項第７

号に該当）。 

(１) 施設の複合化に伴う養正公民館との機能統合について、地元との協

議が継続しているため、令和３年度に引き続き令和４年度も指定を継続

することが適当である。 

(２) 次期の指定期間が１年間となるため、引き続き指定することによ

り、施設管理の継続性及び指定に係る事務の効率化が図られると認めら

れる。また、同一の指定管理者を指定することで、これまでの施設運営

のノウハウを生かし、サービスの向上に寄与すると認められる。 

指定管理料 
提案額（税込）（千円未満切上） 債務負担額 

10,899千円 10,899千円 

 

議第105号 指定管理者の指定について 

次の施設について、指定管理者の指定を行うものとする。 

１ 施設の名称 多治見市養正公民館 

２ 指定管理者の名称等 多治見市豊岡町１丁目55番地 

公益財団法人多治見市文化振興事業団 

理事長 青山 崇 

３ 指定期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで（１年間） 

 

選定結果 

候補団体 公益財団法人多治見市文化振興事業団 

現在の指定管理者 公益財団法人多治見市文化振興事業団 

評価 

評価項目 配点 得点 
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１．施設運営の基本的な考え方 40 32.5 

２．組織・運営体制 10 8.5 

３．経営能力 5 4.0 

４．収支計画 10 7.5 

５．事業の提案 35 32.0 

評価合計点 
100 84.5 

最低基準点 60点 

非公募理由 

次の理由により非公募とした（多治見市公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例施行規則（平成16年規則第62号）第２条第３項第７

号に該当）。 

(１) 施設の複合化に伴う坂上児童館との機能統合について、地元との協

議が継続しているため、令和３年度に引き続き令和４年度も指定を継続

することが適当である。 

(２) 次期の指定期間が１年間となるため、引き続き指定することによ

り、施設管理の継続性及び指定に係る事務の効率化が図られると認めら

れる。また、同一の指定管理者を指定することで、これまでの施設運営

のノウハウを生かし、サービスの向上に寄与すると認められる。 

指定管理料 
提案額（税込）（千円未満切上） 債務負担額 

20,774千円 20,774千円 
 

 


